
 記 者 会 見 資 料 
 

令和８年２月１９日(木) 

午前１０時３０分～  

 

 

１ ロゴマークを使って、                    

市制施行５０周年を一緒に盛り上げましょう！          

     

 

２ 市制施行５０周年を一緒に盛り上げる「冠事業」を募集します！  

          

 

３ 尾身先生に聞くこれからの健康なまちづくり          

葉酸＋ウエルネスシンポジウムの実施 

 

 

４ 坂戸ふるさと大使の梶裕貴さんがナレーション！        

北浅羽桜堤公園ＰＲ動画  

   

 

 ５ 一足お先は坂戸の桜 第１２回坂戸にっさい桜まつり      

 

 

６ 学生服のリユースで地域コミュニティの輪を作ります！     

 

 

７ 東日本初！                         

大王製紙(株)等と連携し坂戸市役所は紙ごみゼロを目指します！  

    

 

 ８ 「つながる ひろがる さかどの輪」市民活動フェアを開催！  

 

 

９ 「さかろん」のぬいぐるみを販売します！          

 



坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 政策企画課   

ロゴマークを使って 

市制施行５０周年を一緒に盛り上げましょう！ 

い つ 

（日時） 
令和８年２月１９日（木）から 

どこで 

（場所） 
坂戸市ホームページ、坂戸市役所政策企画課窓口 

だれが 

（主催者） 
坂戸市 

何 を 

（内容） 

１月２１日に選定した市制施行５０周年記念ロゴマークの

使用方法が決まりました。 

【概要】 

・使用料：無料 

・申請：原則として申請が必要（年度ごと） 

（市及び市の関係機関が使用する場合、５０周年記念冠事業

で使用する場合、報道機関が報道・広報目的で使用する場

合、個人が営利目的以外の目的で使用する場合を除く） 

 ※電子申請による申請もできます。 

・使用にあたってのルール 

 ロゴマークの使用に関する要領及び使用ガイドラインに基

づきます。 

な ぜ 

（目的） 

ロゴマークの使用方法が決定したことを知っていただくと

ともに、多くの方にロゴマークを使っていただき、市制施行

５０周年及び市のＰＲをしていきたいです。 

声 
(現場の人の声) 

ロゴマークが、市民にとって親しみのあるものとなり、 

５０周年のシンボルとして活用され、市民の皆さんと一緒に

この節目の年を盛り上げていきたいです。 

備考      
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坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用申請書  

 

 年   月   日   

 

 坂戸市長  あて  

 

申請者  住所 (所在地 )             

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマークを使用したいので、下記の

とおり申請します。  

 

記  

 

使用目的   

使用方法  

※種類・名称 (商品名 )・規格等を記入  

使用期間  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

使用場所   

使用数量   

連絡先  

担 当 者 氏 名   

電 話 番 号   

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   

メールアドレス  

添付書類  

１  使用見本又は使用案  

２  その他、市長が必要と認める書類   

様式第１号（第３条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用承認（不承認）通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付けで申請のあった坂戸市市制施行５０周

年記念ロゴマークの使用について、坂戸市市制施行５０周年記念ロゴ

マークの使用に関する要領第５条第１項の規定により、下記のとおり

通知します。  

 

記  

 

使用目的   

使用方法   

使用期間  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

使用場所   

使用数量   

決定区分  □承認     □不承認  

承認しない

理由  
 

承認の条件  裏面記載の承認条件を遵守すること。  

  

様式第２号（第５条関係）  



 

 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマークの使用に係る承認条件  

 

１  使用承認を受けた内容以外に使用しないこと。  

２  別に定める「坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用ガイ

ドライン」を遵守すること。  

３  使用承認を受けた権利を譲渡、転貸又は承継しないこと。  

４  ロゴマークを使用した成果物（完成品又は写真等）を速やかに

提出すること。  

５  使用承認を受けた内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申

請を行うこと。  

６  第８条に定める項目に該当する場合は、使用承認を取り消し、

使用者に対して是正や回収等の措置を求めることがある。  

７  使用承認が取り消されたときは、取消しを通知した日から使用

することができ ない。また、取 消しにより使用 者に生じた損害 に

ついて、市は一切の責任を負わない。  

８  ロゴマークの適切な使用を図るため、使用状況、使用した物件

の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことがある。  

９  ロゴマークに起因する問題が生じた場合には、使用者が速やか

に対処する責任を負い、市は一切の責任を負わない。  

１０  その他の条件  

 

 

  

様式第２号（裏面）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用変更申請書  

 

 年   月   日   

 

 坂戸市長  あて  

 

申請者  住所 (所在地 )             

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

 

令和   年   月   日付け    第   号で使用承認を受けた事

項について、下記のとおり変更したいので申請します。  

 

記  

 

１  変更内容  

 

 

 

 

 

２  変更理由  

 

  

様式第３号（第７条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用変更承認（不承認）  

通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付けで申請のあった坂戸市市制施行５０周

年記念ロゴマークの使用変更について、坂戸市市制施行５０周年記念

ロゴマークの使用に関する要領第７条第２項の規定により、下記のと

おり通知します。  

 

記  

 

変更内容   

決定区分  □承認     □不承認  

承認しない

理由  
 

承認の条件  裏面記載の承認条件を遵守すること。  

  

様式第４号（第７条関係）  



 

 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマークの使用に係る承認条件  

 

１  使用承認を受けた内容以外に使用しないこと。  

２  別に定める「坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用ガイ

ドライン」を遵守すること。  

３  使用承認を受けた権利を譲渡、転貸又は承継しないこと。  

４  ロゴマークを使用した成果物（完成品又は写真等）を速やかに

提出すること。  

５  使用承認を受けた内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申

請を行うこと。  

６  第８条に定める項目に該当する場合は、使用承認を取り消し、

使用者に対して是正や回収等の措置を求めることがある。  

７  使用承認が取り消されたときは、取消しを通知した日から使用

することができ ない。また、取 消しにより使用 者に生じた損害 に

ついて、市は一切の責任を負わない。  

８  ロゴマークの適切な使用を図るため、使用状況、使用した物件

の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことがある。  

９  ロゴマークに起因する問題が生じた場合には、使用者が速やか

に対処する責任を負い、市は一切の責任を負わない。  

１０  その他の条件  

 

 

  

様式第４号（裏面）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク使用承認取消通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付け    第   号で承認した、坂戸市市

制施行５０周年記念ロゴマークの使用について、下記の理由により使

用承認を取り消すこととしましたので通知します。  

 

記  

 

１  取消内容  

 

 

 

 

 

２  取消理由  

 

様式第５号（第８条関係）  
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坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 政策企画課   

市制施行５０周年を一緒に盛り上げる 

「冠事業」を募集します！ 

い つ 

（日時） 
令和８年２月１９日（木）から 

どこで 

（場所） 
坂戸市ホームページ、坂戸市役所政策企画課窓口 

だれが 

（主催者） 
坂戸市 

何 を 

（内容） 

令和８年度に市民団体等が実施する事業で、その名称に「坂

戸市市制施行５０周年」の冠をつけて、この記念すべき年を

一緒に盛り上げていただけるイベント等を募集します。 

【概要】 

・冠表示の種類 

(1) 坂戸市市制施行５０周年 

(2) 坂戸市市制施行５０周年記念 

(3) 坂戸市市制施行５０周年記念事業 

※事業の名称から坂戸市であることが容易に分かる場合に

は、坂戸市の文字を省略することができます。 

・ロゴマークの使用 

 冠事業を実施する場合、坂戸市市制施行５０周年記念ロゴ

マークを使用することができます。 

・手続き 

市への申請が必要です。 

（市又は市の関係機関が主催・共催する事業を除く） 

 ※電子申請による申請もできます。 

な ぜ 

（目的） 

冠事業を募集していることを知っていただき、市制施行 

５０周年を市民の皆さんとともに盛り上げていきたいです。 

声 
(現場の人の声) 

「坂戸市市制施行５０周年」の名称とロゴマークを使って

いただき、皆さんの思い出に残る年にしていきたいです。 

備考      
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坂戸市市制施行５０周年記念冠事業承認申請書  

 

 年   月   日   

 

 坂戸市長  あて  

 

申請者  住所 (所在地 )             

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

           電 話 番 号             

           メールアドレス              

 

次の事業について、坂戸市市制施行５０周年記念冠事業として承認

を受けたいので、下記のとおり申請します。  

記  

事業名   

事業目的  

事業概要  
 

実施期間  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

実施場所   

料金等徴収  無  ・  有（     ）円  

使用冠等  

□坂戸市市制施行 (５０周年・５０周年記念・５０

周年記念事業 ) ※「坂戸市」省略可  

□坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク  

 使用数量（                 ）  

 使用方法（                 ）  

※事 業 の企 画書 ・チ ラ シ等 、事 業内 容 がわ かる 資料 を 添付 して く

ださい。   

様式第１号（第４条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念冠事業承認（不承認）通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付けで申請のあった坂戸市市制施行５０周

年記念冠事業承認申請について、坂戸市市制施行５０周年記念冠事業

取扱要領第４条第２項の規定により、下記のとおり通知します。  

 

記  

 

事業名   

内容等  申請書に記載のとおり  

決定区分  □承認     □不承認  

承認しない

理由  
 

承認の条件  

(１ )事故防止について十分な措置を講じること。  

(２ )事業等に要する経費は主催者が負担すること。  

(３ )市は事業等に伴う行為による損害等の賠償責任

を負わない。  

(４ )内容の変更を行う場合や中止する場合は、速や

かに市長に報告すること。  

(５ )坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマークを使用

する場合には、坂戸市市制施行５０周年記念ロゴ

マークの使用に関する要領及び使用ガイドライン

の規定を遵守すること。  

様式第２号（第４条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念冠事業内容変更承認申請書  

 

 年   月   日   

 

 坂戸市長  あて  

 

申請者  住所 (所在地 )             

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

           電 話 番 号             

           メールアドレス              

 

令和   年   月   日付け    第   号で承認を受けた事業の

内容について、下記のとおり変更したいので申請します。  

 

記  

 

事業名   

変更内容   

 

  

様式第３号（第６条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念冠事業変更承認（不承認）通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付けで申請のあった坂戸市市制施行５０周

年記念冠事業の内容の変更について、坂戸市市制施行５０周年記念冠

事業取扱要領第６条第２項の規定により、下記のとおり通知します。  

 

記  

 

事業名   

内容等  申請書に記載のとおり  

決定区分  □承認     □不承認  

承認しない

理由  
 

承認の条件  

(１ )事故防止について十分な措置を講じること。  

(２ )事業等に要する経費は主催者が負担すること。  

(３ )市は事業等に伴う行為による損害等の賠償責任

を負わない。  

(４ )内容の変更を行う場合や中止する場合は、速や

かに市長に報告すること。  

(５ )坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマークを使用

する場合には、坂戸市市制施行５０周年記念ロゴ

マークの使用に関する要領及び使用ガイドライン

の規定を遵守すること。  
 

様式第４号（第６条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念冠事業承認取消通知書  

 

 第      号   

 年   月   日   

 

         様  

 

坂戸市長            

 

 令和   年   月   日付け    第   号で承認した、坂戸市市

制施行５０周年記念冠事業について、下記の理由により承認を取り消

すこととしましたので通知します。  

 

記  

 

事業名   

取消内容   

取消理由   

 

  

様式第５号（第７条関係）  



 

坂戸市市制施行５０周年記念冠事業実績報告書  

 

 年   月   日   

 

 坂戸市長  あて  

 

申請者  住所 (所在地 )             

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

           電 話 番 号             

           メールアドレス              

 

 令和   年   月   日付け    第   号で冠等の使用が承認さ

れた事業の実績について、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

事業名   

実施期間  令和   年   月   日～令和   年   月   日  

実施場所   

使用冠等  

□坂戸市市制施行 (５０周年・５０周年記念・５０

周年記念事業 ) ※「坂戸市」省略可  

□坂戸市市制施行５０周年記念ロゴマーク  

 使用数量（                 ）  

 使用方法（                 ）  

参加人数  大人   人  ／  子ども   人   合計   人  

その他  

(事業効果 ) 
 

※参考となる資料を添付してください。  

様式第６号（第１０条関係）  



坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 市民健康センター課   
 

～市制施行５０周年・葉酸プロジェクト２０周年記念～ 

尾身先生に聞くこれからの健康なまちづくり 

「さかど葉酸
ようさん

＋
ぷらす

ウエルネスシンポジウム」を開催します！ 

い つ 

（日時） 
令和８年５月１０日（日）１３時３０分から 

どこで 

（場所） 

坂戸市文化会館ふれあ ホール 

（坂戸市元町１７－１） 

だれが 

（主催者） 

坂戸市    

後援：総務省（予定） 

何 を 

（内容） 

・基調講演  

テーマ これからの健康なまちづくり  

～新型コロナウイルス感染症からの学び～ 

講 師  元新型コロナウイルス感染症対策分科会会長 

尾身 茂氏 

・パネルディスカッション  

・みんなで一緒に！ラジオ体操 

（ＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導者 鈴木大輔氏） 

・さかど葉酸プロジェクト２０周年記念企画 

～さかど葉酸ほうれん草カレーの完成お披露目～など 

な ぜ 

（目的） 

市制施行５０周年と葉酸プロジェクト２０周年を記念し、更

なる健康なまちづくりを推進するための契機とする。 

声 
(現場の人の声) 

参加者には、参加特典として、さかど葉酸プロジェクト２０

周年を記念して現在開発中の「さかど葉酸ほうれん草カレー」

をプレゼントします。 

開催日は日曜日になりますので、大学生や働き世代の方も是

非、ご参加ください。 

備考  

協力：ウエルシア薬局株式会社、ハウスウェルネスフーズ株式会社、 

明治安田生命保険相互会社 西坂戸営業部、坂戸市食を通じた健康づくり応援店、

市民みんなの健康づくりサポーター元気にし隊、坂戸市食生活改善推進員協議会 

 





坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 商工労政課   
 

坂戸ふるさと大使の梶裕貴さんがナレーション！

「北浅羽桜堤公園ＰＲ動画」が完成 

い つ 

（日時） 
令和８年２月２０日（金）午前８時３０分 公開 

どこで 

（場所） 
坂戸市公式 YouTubeチャンネル、市民ホール窓口モニター 

だれが 

（主催者） 
坂戸市 

何 を 

（内容） 

美しい桜並木で有名な「北浅羽桜堤公園」のＰＲ動画を制

作し、坂戸ふるさと大使である声優・ナレーターの梶裕貴さ

んに、素敵な声を活かしてナレーションをしていただきまし

た。 

北浅羽桜堤公園では、毎年３月上旬～中旬にかけて、約 200

本の早咲きの安行寒桜が 1.2㎞にわたり咲き誇ります。 

な ぜ 

（目的） 

坂戸市、北浅羽桜堤公園及び坂戸ふるさと大使梶裕貴氏の

ＰＲのため 

声 
(現場の人の声) 

 

 

備考 動画タイトル「声優・梶裕貴のふるさと、坂戸の春 －北浅羽桜堤公園－」 

梶裕貴さんは、昨年２月に坂戸ふるさと大使に就任。 

 



坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 商工労政課   
 

～一足お先は坂戸の桜～ 

「第１２回坂戸にっさい桜まつり」を開催 

い つ 

（日時） 

令和８年３月１４日（土）～２２日（日） 

オープニングイベント３月１４日（土）１０時から 

どこで 

（場所） 
北浅羽桜堤公園（越辺川大橋下流右岸） 

だれが 

（主催者） 

主催者：坂戸市 

関係者：地元（長岡、北浅羽、今西地区）の皆様 

何 を 

（内容） 

約１.２ｋｍ（約２００本）にわたり咲き誇る「安行寒桜」

の桜並木の下で桜まつりを開催します。 

・１４日（土）１０時から 

開会式、伝統芸能、よさこい、ご当地キャラクター集合、 

各種出店等 

※１５日（日）～２２日（日）も一部出店あり 

・無料臨時駐車場６３０台 

※一部駐車場はまつり開催期間の土・日・祝日のみ開設 

な ぜ 

（目的） 

桜まつりを開催し、北浅羽桜堤公園が桜の名所として、よ

り多くの人に認知してもらい、地域経済の発展に寄与するこ

とを目的とします。 

声 
(現場の人の声) 

近年、知名度が向上し、関越自動車道坂戸西スマートイン

ターチェンジから近いこともあり、県外からも多くの観光客

が訪れるようになっています。 

 

備考  

平成１２年に国及び入西北部土地改良区の協力により、市が植樹した「安行 

寒桜」によって、美しい桜並木がつくられました。 

 





 

  



坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 西清掃センター   
 

学生服のリユースで 

地域コミュニティの輪を作ります！ 

い つ 

（日時） 
令和８年３月２日から 

どこで 

（場所） 
東坂戸団地ふれあいスペース１０３ 

だれが 

（主催者） 

ＵＲ都市機構・東坂戸団地自治会・ 

坂戸市 

何 を 
（内容） 

令和２年１月に、坂戸市とＵＲ都市機構は、「まちづくりに

関する連携協定」を締結しました。その協定に基づく事業の

一環として、東坂戸団地において、市内中学校の制服やジャ

ージ等のリユースを行います。 

＜リユースの流れ＞ 

①制服やジャージ等のリユースに賛同いただいた市民から市

が提供を受け、ＵＲ都市機構に提供 

②市から提供を受けた制服やジャージ等をＵＲ都市機構と団

地自治会有志が連携して補修等をし、団地内の交流スペー

ス等において手頃な値段で販売 

な ぜ 
（目的） 

・坂戸市→ごみを減らしたい（制服は燃やせるごみとなって

いるため）。 

・ＵＲ都市機構と東坂戸団地自治会→住民の交流機会を増や

して、東坂戸団地を盛り上げたい。 

・市民→まだ使える制服及びジャージ等でもったいないので

提供したい。 

・市民→急遽又は短期間しか使用しないとき用として、手頃

に制服及びジャージ等が欲しい 

以上の各々の希望をすべて叶えるため。 

声 
(現場の人の声) 

自治会有志が行う補修等は、自治会員同士が楽しくコミュ

ニケーションを取りながら行うので、地域コミュニティの輪

が広がることを期待しています。 

備考  

 

 





坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 廃棄物対策課   
 

東日本初！大王製紙(株)等と連携し 

坂戸市役所は紙ごみゼロを目指します！ 

い つ 

（日時） 
令和８年２月１９日（木）から 

どこで 

（場所） 
坂戸市役所 

だれが 

（主催者） 

主催者：坂戸市 

連携団体：大王製紙株式会社 

     むさし野紙業株式会社 

何 を 

（内容） 

これまで、市役所では、リサイクルができない紙類（レシ

ート、圧着はがき等の難処理古紙）は、燃やせるごみとして

排出して来ましたが、２月１９日（木）に、難処理古紙のリ

サイクル技術を持つ大王製紙㈱と古紙回収業者のむさし野紙

業㈱と三社協定を締結しました。難処理古紙をリサイクルす

ることにより、燃やせるごみの減量を行います。   

大王製紙㈱との協定締結は、東日本の自治体では初となり

ます。 

 市役所から排出される難処理古紙の分別収集から開始し、

収集方法等が確立できれば、西清掃センターへ搬入を行う事

業者や、家庭ごみのステーション回収へ展開することを検討

しています。 

な ぜ 

（目的） 

最終的に市民へ難処理古紙の分別を周知することを目指

し、市役所で市職員がモデルケースとして実施します。 

声 
(現場の人の声) 

市役所から排出される燃やせるごみの展開検査をしたとこ

ろ、事務室等で出る燃やせるごみの重量のうち、約４分の１

は難処理古紙でした。 

備考 他自治体の協定状況 全国３自治体 

（大阪府枚方市、岐阜県可児市、岐阜県坂祝町）※東日本では初の協定 

 





坂戸市からのお知らせ        Press Release   

記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 市民生活課   
 

「つながる ひろがる さかどの輪」 

市民活動フェアを開催！ 

い つ 

（日時） 
令和８年３月２１日(土)１０時～１４時４０分 

どこで 

（場所） 
坂戸市入西地域交流センター（大字新堀１５９－１） 

だれが 

（主催者） 
坂戸市・市民活動フェア実行委員会 

何 を 

（内容） 

市内の市民活動団体が日頃の活動を紹介します。 

〇開会式（オープニングアクト） 

  ・午前１０時から 

○主な内容 

・活動体験、ステージ発表、活動内容の展示、物品・食

品販売、クイズラリー（活動に関する問題を解き、そ

の場で答え合わせを行い来場者との交流を促進しま

す。） 

○参加団体 

・市民活動団体２８団体 

※詳細は別添チラシのとおり 

な ぜ 

（目的） 

市内で活動する市民活動団体が一堂に会し、展示や発表の

ほか活動内容が体験できるイベントを実施することで、市民

活動の周知を図ります。 

また、これから活動を始める方のきっかけとなるよう、市

民活動の広がりに繋げていきます。 

声 
(現場の人の声) 

昨年度のアンケートでは、「様々な団体を知る良い機会とな

った」、「楽しく活動内容を知ることができた」との声が寄せ

られました。 

備考 平成１９年度から開催しており、今年度で１９回目となるイベントです。 
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記者クラブの皆さんよろしくお願いします。 

担 当 広報広聴課   
 

「さかろん」のぬいぐるみを販売します！ 

い つ 

（日時） 
令和８年３月２日（月）８時３０分～ 

どこで 

（場所） 
坂戸市役所 ３階 広報広聴課 

だれが 

（主催者） 
坂戸市 

何 を 

（内容） 

坂戸市イメージキャラクター「さかろん」は、市民と行政

が一体となり活用することで、郷土愛を深め、活力ある坂戸

市の未来を築くための重要な存在です。 

「さかろん」の愛らしいデザインを日常生活に取り入れて

いただき、坂戸市への親近感や郷土愛をさらに広げ、また「さ

かろん」を通じて坂戸市を知るきっかけとなればと考えます。 

・サイズ 約 20cm 

・価  格 2,500円（税込） 

な ぜ 

（目的） 

さかろんグッズを日常的に使っていただき、さかろんに親

しんでもらうため。 

声 
(現場の人の声) 

前回のぬいぐるみが売切れ、窓口や電話で販売を求める声

が多数ありました。 

 

備考  
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